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分析リポート

　

中
国
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
労
働
者
の

基
本
的
権
利
を
守
る
た
め
に
活
動
す
る
、

労
働
者
ら
に
よ
る
草
の
根
組
織
で
あ
る
。

　

二
〇
一
五
年
暮
れ
の
一
二
月
三
日
、

広
東
省
で
複
数
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
リ
ー

ダ
ー
と
ス
タ
ッ
フ
が
警
察
に
連
れ
去
ら

れ
る
と
い
う
社
会
を
震
撼
さ
せ
る
事
件

が
起
き
た
⑴
。
こ
の
日
、
拘
束
さ
れ
た

労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
は
広
州
市
と
仏
山

市
に
あ
る
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
一
五
名
に
上

り
、
う
ち
四
名
は
後
日
、
そ
れ
ぞ
れ
、

集
合
騒
乱
罪
（
曾
飛
洋
、
朱
小
梅
、
孟

晗
）、お
よ
び
職
務
上
横
領
罪（
何
暁
波
）

の
疑
い
で
刑
事
逮
捕
さ
れ
た
。

　

こ
の
う
ち
、
唯
一
の
女
性
で
授
乳
中

の
乳
児
の
母
親
で
あ
っ
た
朱
小
梅
の
み

二
月
一
日
に
保
釈
さ
れ
た
が
、
残
る
三

人
は
拘
束
以
来
二
カ
月
以
上
が
経
過
し

た
現
在
も
獄
中
に
あ
る
。
三
人
に
は
被

告
人
に
認
め
ら
れ
た
法
的
権
利
で
あ
る

弁
護
士
と
の
面
会
も
認
め
ら
れ
な
い
状

態
が
長
く
続
き
、
う
ち
曾
飛
洋
に
は
今

も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
政
府
に
よ
る

特
例
的
措
置
と
み
ら
れ
、
身
の
上
が
案

じ
ら
れ
て
い
る
。

　

全
国
か
ら
労
働
者
（
い
わ
ゆ
る
「
農

民
工
」）
が
集
ま
る
広
東
省
で
は
、
労

働
者
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
の
労
働

運
動
が
二
〇
一
〇
年
以
降
、
頻
発
し
て

い
る
。
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
呼
ば
れ
る
労
働

者
支
援
組
織
も
広
東
省
の
広
州
市
、
深

圳
市
を
中
心
と
す
る
数
都
市
が
全
国
的

な
中
心
地
で
あ
る
（
広
東
省
地
図
を
参

照
）。

　

今
回
、
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
労
働
Ｎ

Ｇ
Ｏ
の
関
係
者
は
広
州
市
と
仏
山
市
の

四
つ
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
代
表
者
お
よ
び

ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
代
表

者
（
曾
飛
洋
）
と
ス
タ
ッ
フ
（
朱
小
梅
）、

元
ス
タ
ッ
フ
（
孟
晗
）
の
三
人
が
刑
事

逮
捕
さ
れ
た
「
番
愚
打
工
族
服
務
部
」

（
以
下
、
打
工
族
服
務
部
）
は
直
近
の

一
一
月
に
広
州
市
で
清
掃
労
働
者
の
大

規
模
ス
ト
ラ
イ
キ
と
賃
金
交
渉
を
支
援

し
、
画
期
的
な
成
功
を
収
め
た
こ
と
が

社
会
的
に
も
注
目
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ

っ
た
。

　

一
方
、
代
表
者
の
何
暁
波
が
刑
事
逮

捕
さ
れ
た
「
南
飛
雁
社
会
服
務
工
作
中

心
」（
以
下
、
南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
）
は
、

労
災
被
害
に
遭
っ
た
労
働
者
へ
の
法
律

的
な
救
済
活
動
を
中
心
に
し
て
き
た
。

そ
の
貢
献
は
か
つ
て
、
地
元
仏
山
市
の

中
国
・
草
の
根
の
労
働
運
動

　
―
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
躍
と
弾
圧
―

山
口 

真
美

広州市
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民
政
部
門
か
ら
も
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
、

全
国
で
も
唯
一
、
草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ

り
な
が
ら
政
府
公
認
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ

ー
ク
セ
ン
タ
ー
と
し
て
活
動
し
て
き
た
。

労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
詳
細
は
後
述
す
る
が
、

そ
の
な
か
で
も
い
く
つ
か
の
点
で
特
徴

の
異
な
る
、
か
つ
代
表
的
な
こ
の
二
つ

の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
今
回
、
同
時
に
逮
捕
さ
れ

た
こ
と
の
背
景
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。

　

事
件
の
経
緯
は
未
だ
明
ら
か
で
な
い

こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
打
工
族
服

務
部
と
南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、

労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
位
置
づ
け
と
活
動
を
紹

介
し
、
一
連
の
弾
圧
事
件
の
背
景
を
可

能
な
限
り
考
察
し
て
み
た
い
。

●
草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ

　

ま
ず
、
今
回
の
事
件
の
焦
点
と
な
る
、

労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
成
り
立
ち
と
社
会
的
位

置
づ
け
を
整
理
し
た
い
。

　

中
国
に
お
い
て
、
今
日
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
⑵

と
呼
ば
れ
る
、
労
働
者
の
権
利
を
守
る

た
め
の
公
益
活
動
組
織
が
最
初
に
起
こ

っ
た
の
は
、
一
九
九
六
年
、
北
京
と
深

圳
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
参

考
文
献
①
）。
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
九

五
年
、国
連
主
催
の
「
世
界
女
性
会
議
」

が
ア
ジ
ア
で
初
め
て
北
京
で
開
催
さ
れ
、

政
府
代
表
と
と
も
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
集
ま
る

フ
ォ
ー
ラ
ム
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
中

国
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
い
う
概
念
が
も
た
ら
さ

れ
た
。

　

こ
の
直
後
、
官
製
の
女
性
向
け
雑
誌

の
出
版
社
有
志
が
出
稼
ぎ
女
性
を
支
援

す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
打
工
妹
之
家
（
出
稼
ぎ

女
性
の
家
）」
を
設
立
し
た
。
こ
れ
が
、

全
国
初
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
い
わ
れ
て
い

る
。
同
年
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
女
性
聯
盟

（Chinese W
om

en N
etw

ork

）」
が

香
港
で
登
記
、
成
立
し
、
同
時
に
深
圳

市
南
山
区
総
工
会
と
共
同
で
「
南
山
区

女
職
工
服
務
中
心
（
南
山
区
女
性
労
働

者
服
務
セ
ン
タ
ー
）」
を
設
立
し
た
。

い
ず
れ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
背
景
に
多
少
の
政

府
部
門
の
後
ろ
盾
が
あ
る
が
、
活
動
内

容
は
完
全
に
自
主
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

北
京
の
「
出
稼
ぎ
女
性
の
家
」
は
現
在

も
北
京
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ひ
と
つ
と
し

て
活
発
に
活
動
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
、
公
的
な
組
織
の
後
ろ
盾
を

持
つ
草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
あ
と
に
、
完
全

な
民
間
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
出
現
し
た
の
が

打
工
族
服
務
部
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
、

広
東
省
広
州
市
の
番
愚
区
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
打
工
族
服
務
部
の
成
り
立
ち

に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
述
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
限
ら
ず

Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
中
国
で
は
、
比
較

的
新
し
く
導
入
さ
れ
た
外
来
語
で
あ
り
、

伝
統
的
に
は
共
通
の
目
的
を
持
っ
た

人
々
の
結
社
で
あ
る
「
社
会
団
体
」
と

い
う
呼
称
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
概
念
に

相
当
す
る
（
参
考
文
献
②
）。

　

中
国
の
市
民
社
会
の
成
長
を
論
じ
た

朱
健
剛
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は

以
下
の
三
類
型
に
分
け
ら
れ
る
（
参
考

文
献
③
）。

⑴ 

官
製
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
つ
ま
り
民
政
部
門
で

「
社
会
団
体
」
ま
た
は
「
民
間
非
営

利
企
業
」
と
し
て
登
記
さ
れ
た
組
織
。

⑵ 

草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
つ
ま
り
民
政
部
門

に
登
記
の
な
い
組
織
。
た
だ
し
、
こ

こ
に
は
企
業
登
記
な
ど
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
以

外
の
組
織
と
し
て
登
記
さ
れ
た
法
人

組
織
を
含
む
。

⑶ 

国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
つ
ま
り
海
外

に
本
部
を
持
つ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
中

国
国
内
に
お
い
て
活
動
す
る

拠
点
組
織
。

　

さ
ら
に
朱
は
、
⑵
の
草
の
根

Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
非
常
に
活
力
が
あ
り
、

中
国
の
市
民
社
会
の
中
心
的
担

い
手
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
草
の
根
に
あ

っ
て
、
自
由
な
行
動
様
式
と
堅

固
な
市
民
社
会
理
念
を
持
ち
、

中
国
人
の
日
常
生
活
に
根
ざ
し

た
具
体
的
な
利
益
と
密
接
に
関

わ
る
活
動
を
し
て
い
る
と
指
摘

す
る
（
参
考
文
献
③
）。

　

つ
ま
り
、官
製
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は「
社

会
団
体
」「
民
間
非
企
業
」
と

行
政
登
記
上
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら

れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
各
地
政
府
の

民
政
部
門
に
登
記
さ
れ
た
フ
ォ
ー
マ
ル

な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
こ
と
を
指
す
。
他
方
、「
草

の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
フ
ォ

ー
マ
ル
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
方
が
む
し
ろ
、
中

国
の
市
民
社
会
活
動
の
中
心
で
あ
る
と

い
え
る
。

　

な
お
、
以
下
第
三
節
で
み
る
南
飛
雁

セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
、
草
の
根
労
働
Ｎ

Ｇ
Ｏ
で
あ
り
つ
つ
、
地
方
政
府
の
民
政

部
門
に
登
記
を
認
め
ら
れ
、
フ
ォ
ー
マ

ル
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
活
動
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ

も
近
年
、
少
数
な
が
ら
出
現
し
て
い
る
。

「社会団体」ＮＧＯ

「民間非企業」ＮＧＯ

草の根NGO

【フォーマルなNGO】 【インフォーマルなNGO】

（注）	 	1）ここでフォーマル /インフォーマルとは、NGOとしての合法的な
法人格を持っているか否かを指す。

	 	2）近年、草の根 NGO の一部が「社会団体」または「民間非企業」
NGOとして認証されるケースが存在するため、2つの集合の重なる
部分はそれらの、草の根出身で政府公認を受けたNGOを示す。

（出所）筆者作成。

図１　中国国内におけるNGOの区分
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そ
の
た
め
、
朱
の
分
類
に
よ
る
⑴
の
官

製
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
⑵
の
草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
は
、

近
年
で
は
フ
ォ
ー
マ
ル
な
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と

し
て
の
法
人
格
を
認
め
ら
れ
た
）
Ｎ
Ｇ

Ｏ
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
二

区
分
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と

考
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
現
在
の
中
国
国
内

の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
概
念
図
を
示
し
た
の
が
、

図
１
で
あ
る
。
草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
そ
れ

ぞ
れ
主
な
活
動
分
野
を
特
定
の
専
門
領

域
に
特
化
し
て
お
り
、
そ
の
主
な
分
野

に
は
環
境
、
教
育
、
労
働
、
貧
困
扶
助
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
支
援
な
ど
が
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
、
一
般
的
に
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
教

育
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
呼
ば
れ

て
い
る
。

　

労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
研
究
す
る
王
侃
講
師

（
中
国
労
働
関
係
学
院
）
に
よ
れ
ば
、

労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
数
は
官
製
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
含

め
れ
ば
全
国
に
約
一
〇
〇
〇
あ
り
、
そ

の
う
ち
活
発
に
活
動
し
て
い
る
も
の
は

す
べ
て
草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
、
約
一
〇
〇

あ
る
と
い
う
⑶
。

　

草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ほ
と
ん
ど
は
政
府

に
よ
っ
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
の
登
記
を
認

め
ら
れ
ず
、
合
法
的
な
法
人
格
を
得
る

た
め
に
企
業
法
人
と
し
て
工
商
部
門
に

登
記
し
て
活
動
し
て
い
る
。
活
動
資
金

は
海
外
の
慈
善
団
体
、
財
団
な
ど
か
ら

の
調
達
が
中
心
で
、
一
部
国
内
の
財
団

や
企
業
、
自
己
収
入
に
も
よ
っ
て
い
る
。

担
い
手
は
労
働
者
（
農
民
工
）
出
身
者

と
、
新
聞
記
者
や
研
究
者
、
学
生
な
ど

の
市
民
に
よ
る
も
の
と
あ
る
が
、
労
働

者
自
身
に
よ
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。

次
に
、
打
工
族
服
務
部
の
成
り
立
ち
と

こ
れ
ま
で
の
主
な
活
動
を
み
て
み
た
い
。

●
打出
稼
ぎ
者
工
族　
文
書
処
理
服
務
部

　

番
禺
打
工
族
文
書
処
理
服
務
部
（
番

愚
・
出
稼
ぎ
者
文
書
処
理
サ
ー
ビ
ス
部
）

は
一
九
九
八
年
、
現
在
の
広
東
省
広
州

市
番
愚
区
で
創
設
さ
れ
た
。
代
表
者
で

年
末
に
拘
束
、
逮
捕
さ
れ
た
曾
飛
洋
の

経
歴
か
ら
紹
介
し
た
い
⑷
。

　

一
九
七
四
年
生
ま
れ
、
四
一
歳
の
曾

飛
洋
は
一
九
九
六
年
、
華
南
師
範
大
学

の
大
専
⑸
の
法
律
系
の
専
攻
を
卒
業
し
、

彼
の
故
郷
で
あ
る
広
東
省
北
部
の
南
雄

市
司
法
局
に
公
務
員
と
し
て
就
職
し
た
。

　

安
定
し
て
い
る
も
の
の
、
単
調
で
や

り
が
い
を
感
じ
ら
れ
な
い
公
務
員
の
仕

事
に
嫌
気
が
さ
し
た
彼
は
、
一
年
足
ら

ず
で
辞
職
し
て
広
州
に
戻
り
、
当
時
広

東
一
の
規
模
だ
っ
た
経
綸
弁
護
師
事
務

所
に
転
職
し
た
。
そ
こ
で
配
属
さ
れ
た

部
署
が
、
企
業
の
顧
問
と
し
て
各
種
の

法
的
問
題
を
解
決
す
る
「
顧
問
部
」
で

あ
り
、
業
務
の
中
心
は
労
使
紛
争
の
調

停
だ
っ
た
こ
と
が
、
曾
の
そ
の
後
の
問

題
意
識
に
つ
な
が
る
。

　

労
使
紛
争
の
多
く
は
労
災
補
償
、
賃

金
の
遅
配
な
ど
で
あ
り
、
曾
は
当
時
、

企
業
の
側
に
立
っ
て
労
働
者
の
得
る
べ

き
賃
金
や
労
災
保
障
金
の
額
を
削
減
す

る
交
渉
を
す
る
の
が
仕
事
だ
っ
た
。
本

来
、
労
働
者
の
側
に
理
が
あ
る
べ
き
と

こ
ろ
、
常
に
企
業
の
思
惑
ど
お
り
に
交

渉
が
進
む
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
、

労
働
者
の
側
に
こ
そ
、
法
律
的
支
援
の

ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
を
こ
の
と
き
認
識

し
た
と
い
う
。

　

曾
の
前
途
を
変
え
た
の
は
、
寥
暁
峰

と
い
う
四
川
省
出
身
の
農
民
工
と
の
出

会
い
だ
っ
た
。
寥
は
あ
る
と
き
、
自
ら

学
ん
だ
法
律
の
知
識
に
よ
っ
て
同
郷
の

農
民
工
の
た
め
に
労
災
補
償
金
を
勝
ち

取
り
、
そ
れ
を
機
に
一
九
九
八
年
八
月

一
日
、
広
州
市
番
愚
区
で
打
工
族
服
務

部
を
設
立
し
た
。
労
働
者
の
た
め
に
法

律
に
よ
る
権
利
保
護
活
動
を
す
る
目
的

の
組
織
で
あ
る
。
程
な
く
し
て
、
知
人

の
紹
介
で
、
労
使
紛
争
に
習
熟
し
た
曾

飛
洋
と
知
り
合
い
、
意
気
投
合
。
曾
は

寥
と
出
会
っ
た
そ
の
日
、
膝
を
詰
め
て

語
り
合
い
、
寥
が
や
ろ
う
と
し
て
い
て

い
る
の
は
、
ま
さ
に
自
分
が
や
り
た
い

こ
と
だ
と
考
え
た
と
い
う
。

　

寥
の
誘
い
に
応
じ
て
、
曾
飛
洋
は
月

給
二
二
〇
〇
元
の
前
職
を
辞
し
、

六
〇
〇
元
の
賃
金
で
打
工
族
服
務
部
に

転
職
し
た
。

　

打
工
族
服
務
部
は
当
初
、
法
律
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
機
関
と
し
た
か
っ
た
も
の

の
、
弁
護
士
資
格
所
持
者
が
い
な
い
た

め
に
、
工
商
部
門
は
文
書
処
理
の
代
理

業
務
と
し
て
の
認
可
し
か
出
さ
ず
、
さ

ら
に
業
務
範
囲
に
は
「
法
律
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
業
務
を
含
ま
な
い
」
と
注
記
さ

れ
た
。

　

し
か
し
実
際
に
は
、
打
工
族
服
務
部

の
主
な
業
務
は
法
律
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
、
さ
ら
に
は
被
害
者
に
代
わ
っ
て
代

理
出
廷
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
料
金
は
「
文
書
作
成
サ

ー
ビ
ス
」
の
名
義
で
徴
収
す
る
し
か
な

か
っ
た
。
服
務
部
の
サ
ー
ビ
ス
対
象
者

は
貧
し
い
農
民
工
の
た
め
、
料
金
は
極

め
て
低
く
、
ひ
と
つ
の
案
件
毎
に
数
百

元
か
ら
高
く
て
も
一
〇
〇
〇
元
以
下
だ

っ
た
が
、
そ
れ
さ
え
も
徴
収
で
き
な
い

こ
と
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
労
災
や
未

払
い
賃
金
を
受
け
取
る
な
り
、
帰
郷
し

て
し
ま
う
農
民
工
が
多
く
、
打
工
族
服

務
部
に
は
損
失
が
残
る
ケ
ー
ス
が
珍
し

く
な
か
っ
た
。
服
務
部
創
設
か
ら
二
カ

月
、
当
初
の
創
設
者
で
あ
っ
た
寥
は
経

営
難
に
根
を
上
げ
、
他
の
弁
護
士
事
務

所
か
ら
の
誘
い
に
乗
っ
て
打
工
族
服
務

部
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

翌
一
九
九
九
年
、
司
法
局
が
打
工
族

服
務
部
の
会
計
検
査
を
行
い
、「
文
書

服
務
部
は
有
償
の
法
律
サ
ー
ビ
ス
を
提
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供
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
理
由
で
打

工
族
服
務
部
は
経
営
範
囲
を
逸
脱
し
て

い
る
と
し
て
営
業
許
可
証
を
一
時
取
り

あ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
服
務
部
は

料
金
徴
収
を
よ
り
慎
重
に
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
り
、
曾
は
自
ら
の
貯
金
か
ら
服

務
部
の
赤
字
を
補
填
し
つ
つ
、
組
織
を

維
持
し
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
二
〇
〇
〇
年
に
曾

は
北
京
で
開
催
さ
れ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
参
加
し
、
打
工
族
服
務
部
の
活

動
を
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
展
開
す
る
可
能
性

に
希
望
を
み
い
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て

二
〇
〇
一
年
、
香
港
の
キ
リ
ス
ト
教
系

の
機
関
か
ら
初
め
て
の
資
金
援
助
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

二
〇
〇
二
年
に
は
、
資
金
援
助
が
さ

ら
に
充
実
し
、
打
工
族
服
務
部
は
支
援

対
象
の
農
民
工
か
ら
料
金
を
徴
収
し
な

い
Ｎ
Ｇ
Ｏ
組
織
へ
と
転
換
す
る
こ
と
が

で
き
た
。こ
れ
を
も
っ
て
打
工
族
は「
中

国
大
陸
の
最
初
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
と
も

い
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
曾
は
二
八
歳

で
あ
っ
た
。

　

労
働
者
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
法
律

的
支
援
の
他
、
二
〇
〇
三
年
に
は
ア
メ

リ
カ
・
リ
ー
ボ
ッ
ク
社
の
支
援
（
一
万

五
〇
〇
〇
米
ド
ル
）
を
受
け
、
番
愚
に

「
打
工
者
文
化
服
務
部
（
出
稼
ぎ
者
文

化
サ
ー
ビ
ス
部
）
を
設
立
し
た
。
こ
こ

で
は
パ
ソ
コ
ン
教
室
、
ダ
ン
ス
教
室
、

英
語
教
室
な
ど
の
短
期
教
室
や
娯
楽
活

動
が
行
わ
れ
た
。
目
的
は
農
民
工
に
学

習
の
機
会
を
提
供
し
、
生
活
を
文
化
的

に
豊
か
に
し
て
、
今
い
る
都
市
に
帰
属

感
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
思
い
だ

っ
た
と
い
う
。
実
際
、
現
在
東
莞
や
深

圳
で
そ
れ
ぞ
れ
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
運
営
す

る
創
設
者
の
何
人
か
は
、
こ
の
文
化
服

務
部
に
集
っ
た
農
民
工
で
あ
っ
た
と
い

う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
文
化
服
務
部
も

二
〇
〇
七
年
に
所
在
鎮
の
公
安
部
か
ら

の
干
渉
に
遭
い
、
転
出
を
求
め
ら
れ
た
。

理
由
は
文
化
服
務
部
に
毎
日
一
〇
〇
人

を
超
え
る
農
民
工
が
集
ま
る
た
め
、
組

織
化
し
て
暴
動
を
起
こ
す
こ
と
を
恐
れ

て
の
こ
と
だ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

地
元
公
安
部
門
が
行
う「
転
出
強
要
」

と
い
う
手
段
は
、
家
屋
貸
し
主
へ
の
賃

貸
取
り
や
め
勧
告
に
始
ま
り
、
水
道
電

気
を
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
住
人
を
最

終
的
に
追
い
出
す
。
広
州
市
、
深
圳
市

で
二
〇
一
〇
年
前
後
か
ら
多
く
の
労
働

Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
干
渉
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。
四
年
間
に
わ
た
り

利
用
者
に
好
評
を
博
し
て
き
た
文
化
服

務
部
だ
が
、
曾
は
や
む
な
く
閉
鎖
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。

　

こ
の
事
件
に
よ
り
、
曾
は
「
環
境
、

障
害
者
支
援
、
貧
困
扶
助
な
ど
の
穏
や

か
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
比
べ
、
政
府
は
労
働
Ｎ

Ｇ
Ｏ
を
警
戒
し
て
い
る
」
こ
と
を
悟
っ

た
と
い
う
。
実
際
、
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
農

民
工
の
都
市
に
お
け
る
生
活
面
で
の
ス

ト
レ
ス
や
不
満
な
ど
を
解
消
し
、
政
府

に
替
わ
っ
て
多
く
の
問
題
を
解
決
し
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府
は
そ
う

み
て
い
な
い
。
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
今
後
ど

こ
ま
で
発
展
で
き
る
か
は
、
主
に
政
府

と
企
業
か
ら
来
る
制
約
次
第
だ
と
、

二
〇
一
〇
年
当
時
、
曾
が
コ
メ
ン
ト
し

て
い
る
。

　

二
〇
一
〇
年
は
中
国
の
労
働
運
動
の

大
き
な
節
目
の
年
に
あ
た
る
。
こ
の
年

の
五
月
に
深
圳
市
の
台
湾
資
本
の
電
子

機
器
組
み
立
て
メ
ー
カ
ー
、
富
士
康
で

ワ
ー
カ
ー
の
連
続
自
殺
事
件
が
起
こ
り
、

前
後
し
て
仏
山
市
の
南
海
ホ
ン
ダ
に
て

労
働
者
に
よ
る
賃
上
げ
ス
ト
が
成
功
し

て
い
る
。

　

特
に
後
者
は
、
労
働
者
に
よ
る
企
業

内
の
労
使
交
渉
に
政
府
が
過
度
に
干
渉

せ
ず
、
労
働
者
側
も
秩
序
だ
っ
た
交
渉

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
双
方
が
妥
協
点

を
み
い
だ
す
最
初
の
成
功
例
と
な
っ
た

（
参
考
文
献
④
）。
他
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
同

様
に
、
そ
れ
ま
で
は
法
律
講
座
や
法
律

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
中
心
に
、
個
人

の
労
働
訴
訟
を
支
援
す
る
活
動
を
展
開

し
て
き
た
打
工
族
服
務
部
が
労
働
者
の

団
体
交
渉
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
も
、
そ
れ
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

打
工
族
服
務
部
が
労
働
者
を
指
導
し

て
雇
用
者
を
相
手
取
っ
た
労
使
交
渉
を

行
い
、
成
果
が
出
始
め
た
の
は
、

二
〇
一
三
年
以
降
で
あ
る
。
打
工
族
服

務
部
が
関
わ
っ
た
主
な
労
使
交
渉
の
経

過
と
成
果
は
、
打
工
族
服
務
部
の
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
⑹
、
お
よ
び
打
工
族
を

支
援
し
て
い
る
香
港
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
中
国

労
工
通
訊
」
代
表
の
韓
東
方
氏
に
よ
る

投
稿
に
詳
し
い
（
参
考
文
献
⑤
）。

　

韓
氏
に
よ
れ
ば
、
曾
飛
洋
の
韓
東
方

と
の
出
会
い
は
二
〇
一
〇
年
末
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
打
工
族
は
団
体

交
渉
に
よ
る
労
使
交
渉
に
舵
を
切
り
、

二
〇
一
五
年
ま
で
の
五
年
間
に
大
小
さ

ま
ざ
ま
な
数
十
件
の
労
使
交
渉
を
指
導

し
て
い
る
。
そ
の
指
導
方
針
は
、
救
済

を
求
め
て
来
た
労
働
者
に
対
し
て
、
労

働
者
代
表
を
選
出
す
る
よ
う
促
し
、
労

使
交
渉
の
進
め
方
や
戦
略
を
具
体
的
に

指
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用
者
側

と
の
団
体
交
渉
の
場
で
労
働
者
の
要
求

の
実
現
を
図
る
と
い
っ
た
、
冷
静
な
も

の
で
あ
る
。

　

交
渉
に
よ
っ
て
労
働
者
側
が
勝
ち
取

っ
た
保
障
金
と
未
払
い
社
会
保
険
料
が

最
も
多
額
だ
っ
た
利
得
靴
廠
の
ケ
ー
ス

（
二
〇
一
四
年
）
で
は
、一
億
二
〇
〇
〇

万
元
が
一
〇
〇
〇
人
あ
ま
り
の
労
働
者

に
支
払
わ
れ
る
こ
と
で
決
着
し
た
。
過

去
五
年
間
に
打
工
族
服
務
部
が
労
働
者
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を
支
援
し
て
、
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
雇

用
主
側
か
ら
勝
ち
取
っ
た
合
法
的
な
経

済
保
障
金
は
合
わ
せ
て
約
二
億
元
に
上

る
と
い
う
⑺
。

　

次
に
、
南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
の
経
緯
を

み
て
み
よ
う
。

●
南
飛
雁
社ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス

会
工
作
服
務
セ
ン
タ
ー

　

南
飛
雁
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
の
起
源
は
、
創
設
者
の
何

暁
波
に
よ
る
「
何
暁
波
工
作
室
」
開
設

に
遡
る
。
二
〇
〇
七
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
⑻
。

　

何
暁
波
も
一
九
七
四
年
生
ま
れ
の

四
一
歳
、
高
卒
で
三
年
間
の
兵
役
を
経

て
、
退
役
後
故
郷
の
河
南
省
鶴
壁
市
の

私
営
企
業
⑼
に
技
術
者
と
し
て
就
職
し

た
。

　

五
年
ほ
ど
勤
め
る
な
か
で
、
経
営
者

の
汚
職
に
反
抗
し
て
ス
ト
を
組
織
し
、

企
業
は
ま
も
な
く
倒
産
す
る
に
至
っ
た

と
い
う
。
職
を
失
っ
た
何
は
広
東
省
仏

山
市
へ
出
稼
ぎ
に
行
き
、
前
職
と
同
業

種
の
金
属
加
工
工
場
に
勤
め
た
。

　

し
か
し
転
職
後
ま
も
な
く
、
何
は
徹

夜
作
業
中
に
機
械
で
左
手
の
手
指
三
本

を
切
断
し
て
し
ま
う
。
前
職
と
同
じ
職

種
で
、
作
業
は
習
熟
し
た
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
広
東
の
私
営
工
場
で
は
徹
夜

に
よ
る
長
時
間
連
続
勤
務
が
恒
常
的
で
、

賃
金
は
歩
合
制
、
作
業
を
こ
な
す
プ
レ

ッ
シ
ャ
ー
も
大
き
く
、
そ
の
よ
う
な
環

境
に
不
慣
れ
な
な
か
で
の
労
災
事
故
で

あ
っ
た
と
い
う
。

　

事
故
後
、
入
院
し
て
い
た
仏
山
の
病

院
で
、
二
〇
〇
六
年
六
月
、
労
災
被
害

者
の
慰
問
に
訪
れ
た
打
工
族
服
務
部
の

ス
タ
ッ
フ
と
知
り
合
う
。
何
の
手
指
切

断
事
故
は
、
工
場
主
が
労
災
保
険
に
加

入
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
労
災
は
適

用
さ
れ
ず
、
対
処
す
べ
き
知
識
も
な
か

っ
た
が
、
打
工
族
服
務
部
の
サ
ポ
ー
ト

を
得
て
工
場
主
と
交
渉
し
、
賠
償
金
を

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

怪
我
の
治
療
が
完
了
し
た
一
〇
月
、

何
は
広
州
市
の
打
工
族
服
務
部
で
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
働
き
、
労
災
支
援
の

法
律
的
知
識
を
学
ん
で
翌
二
〇
〇
七
年

に
仏
山
に
帰
っ
て
労
災
被
害
者
の
支
援

を
始
め
た
。
当
初
は
打
工
族
の
派
出
機

関
と
し
て
活
動
を
開
始
し
、
後
に
「
何

暁
波
工
作
室
」
と
い
う
名
義
に
し
た
。

個
人
名
で
活
動
内
容
も
明
ら
か
に
し
な

か
っ
た
の
は
、
政
治
的
に
と
が
め
ら
れ

た
り
す
る
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
の
当

時
の
判
断
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
汪
洋
が
広
東
省
書
記
に

就
任
し
た
二
〇
〇
七
年
、
広
東
省
で
は

ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
機
関
の
発
展
が

推
進
さ
れ
、
公
益
的
な
活
動
を
す
る
Ｎ

Ｇ
Ｏ
の
活
動
が
奨
励
さ
れ
た
。
こ
う
し

た
政
治
的
環
境
の
好
転
で
、
何
暁
波
工

作
室
は
現
在
の
名
称
に
改
め
、
二
〇
〇

七
年
七
月
、
仏
山
市
民
政
局
に
ソ
ー
シ

ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
民
間
の
専
門
組

織
（
非
企
業
単
位
）
と
し
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
登

録
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
草
の
根
労
働

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
な
か
で
、
民
政
局
に
正
式
な

Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
登
録
が
許
可
さ
れ
た
Ｎ

Ｇ
Ｏ
は
当
時
、
他
に
例
が
な
か
っ
た
。

政
府
公
認
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
な
る
こ
と
に
よ

り
、
合
法
的
な
法
人
身
分
が
持
て
る
う

え
に
、
政
府
が
民
間
に
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ

ン
グ
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
入
札

し
、
経
営
を
請
け
負
う
こ
と
で
活
動
資

金
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。

　

南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
の
主
な
活
動
は
、

当
初
か
ら
変
わ
ら
ず
、
労
災
被
害
者
へ

の
法
律
的
な
支
援
で
あ
る
。
定
期
的
に

実
施
す
る
法
律
知
識
研
修
講
座
と
個
別

の
法
律
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て

一
万
人
以
上
の
労
災
被
害
者
に
法
律
的

な
賠
償
を
得
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
を
し

て
き
た
。

　

サ
ポ
ー
ト
は
基
本
的
に
本
人
が
書
類

を
整
え
、
自
ら
裁
判
に
出
廷
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
が
組

織
と
し
て
裁
判
に
出
廷
す
る
の
は
、
従

来
の
判
例
を
超
え
て
労
働
者
に
有
利
な

結
果
が
勝
ち
取
れ
そ
う
な
案
件
の
場
合

の
み
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
、
労
災
被

害
者
が
自
ら
主
体
的
に
自
分
の
権
利
を

求
め
て
戦
う
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

労
災
被
害
者
支
援
の
傍
ら
、
よ
り
広

く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
住
む
地
方
出
身
の

労
働
者
の
子
ど
も
達
の
た
め
の
教
育
支

援
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
日
常

的
な
授
業
の
予
習
復
習
指
導
と
、
夏
休

み
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

　

南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
は
何

暁
波
の
他
、
七
名
の
専
従
ス
タ
ッ
フ
が

お
り
、
う
ち
三
名
が
労
働
者
出
身
、
四

名
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
専
攻
の
大
学

卒
業
生
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
現
在
の

主
な
活
動
資
金
は
多
く
の
他
の
労
働
Ｎ

Ｇ
Ｏ
同
様
、
一
〇
〇
％
近
く
を
香
港
の

オ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ム
よ
り
、
そ
の
他
小
額

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
助
成
を
国
内
の
民
間

財
団
よ
り
獲
得
し
て
い
る
。
ま
た
、
仏

山
市
の
「
救
助
駅
（
貧
困
者
の
駆
け
込

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）」
の
経
営
を
民
政

局
か
ら
請
け
負
う
こ
と
に
よ
り
、
ご
く

わ
ず
か
で
は
あ
る
も
の
の
市
財
政
か
ら

の
収
入
も
得
て
い
る
。

●
環
境
の
悪
化
と
弾
圧

　

何
暁
波
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
四
年
よ

り
、
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
取
り
ま
く
政
治
的

環
境
は
悪
化
し
た
⑽
。
他
の
労
働
Ｎ
Ｇ

Ｏ
へ
の
筆
者
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
っ
て

も
、
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
へ
の
制
限
は

近
年
強
ま
る
一
方
だ
と
の
点
は
共
通
し
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中国・草の根の労働運動―労働ＮＧＯの活躍と弾圧―

て
い
る
。

　

そ
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
、
目
下

は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

大
き
く
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
ひ
と
つ
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
い
う
組
織

と
そ
の
活
動
を
、
制
度
化
し
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
中
央
政
府

の
意
図
と
法
整
備
の
動
き
で
あ
る
。
中

国
国
内
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
組
織
の
行
政
登
記
と

募
金
に
よ
る
資
金
調
達
に
つ
い
て
規
定

す
る
「
慈
善
法
」、
中
国
国
内
で
活
動

す
る
海
外
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
管
理
を
規
定
す
る

「
境
外
非
政
府
組
織
管
理
法
」
と
い
う

二
つ
の
法
律
の
草
案
が
現
在
審
議
さ
れ

て
お
り
、
草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
存
続
と
活

動
へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
も
っ
と
得
体
の
知

れ
な
い
圧
力
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
年

末
に
、
打
工
族
服
務
部
の
曾
飛
洋
が
事

務
所
内
で
、
突
然
来
訪
し
た
四
名
の
暴

漢
に
襲
撃
さ
れ
、
負
傷
す
る
と
い
う
事

件
が
起
き
た
。

　

一
二
月
二
六
日
の
正
午
前
、
曾
飛
洋

と
別
の
ス
タ
ッ
フ
が
来
客
に
応
対
し
て

い
た
際
、
押
し
入
っ
た
暴
漢
は
「
責
任

者
は
誰
だ
？
」
と
聞
き
、
自
分
だ
と
答

え
た
曾
飛
洋
に
借
金
を
返
せ
と
い
う
言

い
が
か
り
を
つ
け
て
殴
り
か
か
っ
た
と

い
う
。
一
一
〇
番
通
報
を
受
け
て
約

一
〇
分
後
に
現
場
に
駆
け
つ
け
た
警
察

は
現
場
検
証
を
し
、
曾
飛
洋
を
派
出
所

に
連
行
し
て
聞
き
取
り
を
行
っ
た
も
の

の
、
そ
の
後
事
件
の
真
相
は
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
全
国
の
二
二
の
労

働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
事
件
の
真
相
解
明
を
求
め

る
共
同
声
明
を
出
し
て
い
る
⑾
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ

ス
タ
ッ
フ
へ
の
暴
力
や
嫌
が
ら
せ
は

二
〇
〇
七
年
深
圳
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、「
打

工
者
職
業
安
全
健
康
中
心
」
責
任
者
、

黄
慶
南
へ
の
暴
漢
襲
撃
事
件
⑿
を
は
じ

め
、
事
務
所
や
自
宅
の
転
出
強
要
、
自

家
用
車
へ
の
襲
撃
、
脅
迫
電
話
な
ど
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
、
ま
た
全
国
各
地
の
労

働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
起
き
て
い
る
。
加
害
者
も

企
業
や
そ
の
指
図
を
受
け
た
何
者
か
と

思
わ
れ
る
も
の
か
ら
、
政
府
部
門
ま
で

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　

他
方
、
広
州
と
仏
山
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ

ス
タ
ッ
フ
が
拘
束
、
逮
捕
さ
れ
た
今
回

の
事
件
は
明
ら
か
に
政
府
に
よ
る
弾
圧

行
為
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
レ

ベ
ル
（
中
央
、
省
、
市
な
ど
）
の
政
府
、

ま
た
ど
の
部
門
（
民
政
部
門
な
の
か
、

公
安
部
門
な
の
か
、
ま
た
は
そ
の
他
な

の
か
）
の
思
惑
な
の
か
、
指
示
系
統
は

皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
。

　

明
ら
か
な
の
は
、
今
回
は
広
東
省
の

隣
り
合
う
二
つ
の
行
政
区
で
あ
る
広
州

市
と
仏
山
市
の
二
つ
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関

係
者
が
対
象
と
な
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に

そ
れ
ら
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
団
体
交
渉
支
援

型
の
打
工
族
服
務
部
等
と
、
労
災
被
害

者
救
済
型
の
南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
と
、
主

な
活
動
内
容
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

前
者
の
打
工
族
服
務
部
は
、
直
近
の

一
〇
月
に
難
易
度
が
高
い
と
い
わ
れ
て

き
た
清
掃
労
働
者
の
大
規
模
ス
ト
を
成

功
さ
せ
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
。
し
か

し
、
労
働
省
へ
の
団
体
交
渉
支
援
を
行

う
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
打
工
族
服
務
部
が
唯

一
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
曾
飛
洋
は
か

な
り
慎
重
な
性
格
で
、
運
動
支
援
も
あ

ま
り
前
面
に
出
る
こ
と
な
く
穏
便
に
進

め
て
き
た
印
象
が
強
い
。

　

ま
た
、
労
災
被
害
者
支
援
を
行
っ
て

き
た
南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
は
、
あ
く
ま
で

も
労
災
被
害
に
遭
っ
た
個
別
の
労
働
者

を
救
う
こ
と
を
課
題
と
し
、
複
数
の
労

働
者
を
組
織
し
て
の
活
動
な
ど
に
は
着

手
し
な
か
っ
た
。
社
会
的
に
目
立
つ
こ

と
に
よ
り
活
動
を
制
約
さ
れ
る
の
を
避

け
る
た
め
の
配
慮
で
あ
っ
た
。

　

南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
は
二
〇
一
五
年
六

月
、
監
督
部
門
で
あ
る
民
政
局
か
ら
組

織
と
し
て
の
活
動
内
容
が
基
準
を
満
た

し
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
、
請
け
負
っ

て
い
た
救
助
駅
の
経
営
契
約
を
中
途
解

除
さ
れ
る
な
ど
、
不
穏
な
動
き
が
続
い

て
い
た
。
そ
の
後
過
去
の
会
計
帳
簿
の

再
検
査
が
行
わ
れ
、
不
備
を
指
摘
さ
れ

た
数
日
後
、
代
表
の
何
が
拘
束
さ
れ
た
。

嫌
疑
は
、
職
務
上
横
領
罪
で
あ
る
。

　

ま
た
、
法
人
登
録
の
形
態
も
こ
の
二

つ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
異
な
っ
て
い
る
。
打
工

族
服
務
部
は
多
く
の
草
の
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
「
工
商
登
記
」、

つ
ま
り
企
業
と
し
て
工
商
部
門
に
法
人

登
録
し
て
い
た
。
企
業
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
た
め
、
利
益
を
上
げ
れ
ば
納

税
義
務
を
負
う
う
え
、
中
国
国
内
で
公

募
さ
れ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
向
け
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
な
ど
に
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

中
国
国
内
か
ら
の
金
銭
的
な
支
援
が
な

い
一
方
で
、
比
較
的
政
府
か
ら
自
由
な

法
人
形
態
で
あ
る
と
も
み
ら
れ
る
。

　

一
方
、
南
飛
雁
セ
ン
タ
ー
は
草
の
根

Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
は
め
ず
ら
し
く
、
民
政

部
門
に
登
記
さ
れ
た
フ
ォ
ー
マ
ル
な
Ｎ

Ｇ
Ｏ
で
あ
っ
た
。
実
態
と
し
て
は
政
府

か
ら
の
資
金
的
支
援
は
少
な
か
っ
た
も

の
の
、
組
織
と
し
て
の
政
治
的
リ
ス
ク

は
政
府
の
後
ろ
盾
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
か
な
り
低
減
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
た
。

　

し
か
し
今
回
、
企
業
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
つ

ま
り
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
フ

ォ
ー
マ
ル
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
を
問
わ
ず
、
こ

の
二
つ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
弾
圧
の
対
象
と
な

っ
た
。
法
人
登
記
の
性
質
を
問
わ
ず
、

弾
圧
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、

共
通
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
の
労
働
Ｎ
Ｇ

Ｏ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
活
発
に
活
動
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し
、
着
実
に
成
果
を
あ
げ
て
い
る
組
織

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
支

援
に
よ
っ
て
労
働
者
や
労
災
被
害
者
が

雇
用
先
の
企
業
や
政
府
か
ら
得
ら
れ
た

経
済
的
な
代
償
は
総
額
に
す
れ
ば
相
当

大
き
い
。
彼
ら
は
企
業
に
と
っ
て
は
疎

ま
し
い
存
在
で
あ
り
、
地
方
政
府
に
と

っ
て
も
地
元
経
済
の
発
展
と
い
う
点
で

企
業
の
利
益
確
保
に
は
利
害
が
一
致
す

る
。
さ
ら
に
、
人
権
派
弁
護
士
の
拘
束

逮
捕
な
ど
、
市
民
社
会
へ
の
締
め
付
け

が
各
地
で
実
施
さ
れ
る
な
か
で
、
今
回

の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
弾
圧
が
起
き
た
。

　

社
会
全
体
の
流
れ
が
市
民
社
会
を
締

め
付
け
る
方
向
に
あ
る
な
か
で
、
政
府

が
、
日
頃
か
ら
好
ま
し
か
ら
ず
思
っ
て

い
た
主
な
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
を
み
せ

し
め
的
に
弾
圧
し
た
と
い
う
の
が
今
回

の
一
連
の
事
件
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
同
日
に
広
州
市
、
仏
山
市

に
ま
た
が
る
一
五
名
も
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ

関
係
者
が
拘
束
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
省
や
中
央
な
ど
上
位
の
政
府
レ
ベ

ル
か
ら
の
何
ら
か
の
指
示
が
あ
っ
た
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

他
の
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
波
及
効
果
は

今
の
と
こ
ろ
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

し
ば
ら
く
は
目
立
っ
た
活
動
が
し
に
く

く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
取
り
組

む
、
労
働
者
の
権
利
の
確
保
や
労
使
交

渉
の
実
現
は
、
市
場
経
済
の
な
か
で
は

避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
的

課
題
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
は
政
府
と

て
否
定
し
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
労
働

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
多
く
は
労
働
者
自
身
に
よ
っ

て
担
わ
れ
て
い
る
。
労
働
者
の
問
題
が

存
在
し
、
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
限

り
、
労
働
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
労
働
者
の
権

利
の
た
め
の
活
動
は
続
く
も
の
と
思
わ

れ
る
。

＊
本
稿
の
元
と
な
っ
た
研
究
は
科
研
費

若
手
研
究
（
Ｂ
）（
課
題
番
号
：

20710196

）、
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
課
題

番
号
：25380350

）
の
助
成
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。

（
や
ま
ぐ
ち　

ま
み
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

東
ア
ジ
ア
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
注
》

⑴ 

「
労
工
Ｎ
Ｇ
Ｏ
従
業
者
被
刑
拘
引
発

的
思
考
」
財
経
網
（m

.caijing.
com

.cn　

二
〇
一
五
年
一
二
月
五

日
ア
ク
セ
ス
）、「
広
東
多
名
公
益
組

織
従
業
者
被
刑
拘　

此
前
機
構
曾
被

関
停
」
鳳
凰
資
訊
（http://new

s.
ifeng.com

/　

二
〇
一
五
年
一
二
月

五
日
ア
ク
セ
ス
）

⑵ 

中
国
語
で
は
、「
労
工
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」、
つ

ま
り
労
働
者
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
呼
ば
れ
る
。

⑶ 

二
〇
〇
五
年
八
月
二
五
日
、
北
京
に

お
け
る
王
侃
氏
（
中
国
労
働
関
係
学

院
・
講
師
）
ヒ
ア
リ
ン
グ
よ
り
。

⑷ 

「
曾
飛
洋
：
一
個
労
工
Ｎ
Ｇ
Ｏ
的
挟

縫
生
存
」（『
南
風
窓
』
二
〇
一
〇
年

三
月
二
七
日
）（http://w

w
w

.nfc
m

ag.com
/　

二
〇
一
六
年
一
月
二
五

日
ア
ク
セ
ス
）。

⑸ 

日
本
の
短
大
に
相
当
す
る
二
年
制
の

高
等
教
育
機
関
。

⑹w
w

w
.dgzngo.cn

⑺
参
考
文
献
⑤
よ
り
。

⑻ 

南
飛
雁
社
会
工
作
服
務
中
心
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.nfyngo.org

）

お
よ
び
二
〇
一
五
年
七
月
一
七
日

（
於
広
州
市
）
筆
者
に
よ
る
何
暁
波

氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
。

⑼ 

国
営
企
業
改
革
に
よ
り
私
営
企
業
に

な
っ
た
企
業
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。

⑽ 

筆
者
に
よ
る
二
〇
一
五
年
七
月
一
九

日
何
暁
波
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
注
⑻
）。

⑾ 

「
二
二
家
Ｎ
Ｇ
Ｏ
及
公
民
讉
責
対
労

工
公
益
人
士
的
暴
力
行
為
」
博
訊
新

聞
網
（http://w

w
w

.boxun.com
/

new
s/gb/china/2014/12/20141 

2302143.shtm
l　

二
〇
一
六
年
二

月
三
日
ア
ク
セ
ス
）。

⑿ 

黄
慶
南
は
こ
の
襲
撃
に
よ
り
、
片
足

が
機
能
不
全
に
な
る
重
傷
を
負
い
、

Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
を
震
撼
さ
せ
た
。

《
参
考
文
献
》

① 

韓
嘉
玲
・
占
少
華
「
非
政
府
組
織
与

農
民
工
」（
蔡
昉
・
白
南
生
編
『
中

国
転
軌
時
期
労
働
力
流
動
』
社
会
科

学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

② 

大
塚
健
司
「
中
国
：
改
革
・
開
放
下

の
社
会
セ
ク
タ
ー
と
あ
ら
た
な
民
間

組
織
」（
重
冨
真
一
編
『
ア
ジ
ア
の

国
家
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
：
15
カ
国
の
比
較
研

究
』
二
〇
〇
六
年
）
二
七
二
―

二
九
八
ペ
ー
ジ
。

③ 

朱
健
剛
「
草
根
Ｎ
Ｇ
Ｏ
与
中
国
公
民

社
会
的
成
長
」（『
開
放
時
代
』

二
〇
〇
七
年
第
五
期
、二
〇
〇
七
年
）

三
六
―
四
七
ペ
ー
ジ
。

④ 

山
口
真
美
「
中
国
・
出
稼
ぎ
新
世
代

の
闘
い
：
富
士
康
連
続
自
殺
事
件
と

ホ
ン
ダ
工
場
ス
ト
ラ
イ
キ
を
め
ぐ
る

動
向
」
二
〇
一
〇
年
六
月
、
海
外
研

究
員
レ
ポ
ー
ト
（http://w

w
w

.
ide.go.jp/Japanese/Publish/
D

ow
nload/O

verseas_report/
pdf/1006_yam

aguchi.pdf

）。

⑤ 

韓
東
方
「
中
国
労
工
通
訊
対
『
人
民

日
報
』
関
於
「
番
愚
打
工
族
服
務
部
」

主
任
曾
飛
洋
先
生
報
道
的
回
応
」（
権

利
運
動http://w

w
w

.hrcchina.or
g/2016/01/blog-post_14.htm

l　

二
〇
一
六
年
一
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
）。
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